


 
 

事  務  連  絡 

令和４年８月 30 日 

 

都道府県 

各       介護保険主管課（室） 御中 

市区町村 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課  

介護業務効率化・生産性向上推進室 

 

 

「居宅介護支援事業所と、介護サービス提供事業所や医療機関等との間における 

データ連携のための標準仕様について」等のホームページへの掲載について 

 

 

介護保険行政の円滑な実施につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。 

介護現場の負担軽減は喫緊の課題であり、介護分野における業務効率化を図るために、ICT

を活用した情報連携の取組を推進することが重要です。 

先般、「「居宅介護支援事業所と、介護サービス提供事業所や医療機関等との間におけるデ

ータ連携のための標準仕様について」（令和４年８月 12 日 老高発 0812 第１号 老認発 0812

第１号 老老発 0812 第１号 ）」において、データ連携に必要となる標準仕様について、お示

ししたところです。 

今般、厚生労働省ホームページにおいても、上記の標準仕様等をそれぞれ掲載いたしまし

た。 

つきましては、管内関係団体、介護サービス事業所等に周知いただくとともに、貴自治体

による介護事業所支援にご活用ください。 
 

掲載場所 https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

介護業務効率化・生産性向上推進室 秋山、石内、小河 

TEL： 03-5253-1111(内線 3876)  










